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お問い合わせ先

■副所長（河川）森田 賢治 TEL：076-443-4701（代表）

■調査第一課長 飯田 和也 TEL：076-443-4715（直通）

大規模水害に備え、減災に係る取組を着実に推進！
第７回 常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川等大規模氾濫に関する減災対策協議会を開催

（過去の「減災対策協議会」の様子）

常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川では、平成27年関東・東北豪雨を踏ま
え、氾濫が発生することを前提として地域全体で常に洪水に備える「水防災意識
社会」の再構築を目的として、国・県・沿川市町村等からなる「常願寺川、神通
川、庄川及び小矢部川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を平成２８年４月に
設立しました。
第７回協議会では、取組方針に基づく対策の実施状況をフォローアップすると

ともに、各河川における減災のための目標･取組について確認を行います。

開催日時及び会場

開催日時：令和３年６月２２日（火） １４：００～
開催場所：富山河川国道事務所 3F 大会議室
議 事：（１）規約改正

（２）第７回幹事会報告
（３）各流域の減災に係る取組について
（４）県管理河川の減災に係る取組について

そ の 他： カメラ撮りは、冒頭の挨拶までとさせていただきます。


